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d
日
時 

b
場
所・会
場 

t
対
象 

n
内
容 

k
講
師 

c
定
員 

e
費
用 

m
申
込
方
法 

f
持
ち
物 

i
問
い
合
わ
せ
先 
h
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

検
索
ペ
ー
ジ
番
号
検
索 

v
フ
ァ
ク
ス 

a
メ
ー
ル 

x
託
児
あ
り 

s
主
催・共
催 

z
注
意
事
項

凡
例

西
恋
ヶ
窪
緑
地（
エ
ッ
ク
ス
山
）の 

林
の
若
返
り
・
維
持
管
理
の
活
動

に
参
加
し
ま
せ
ん
か

　
市
と
エ
ッ
ク
ス
山
等
市
民
協
議
会

と
の
協
働
事
業
で
す
。

■
作
業
d

６
月
１０
日
・
１７
日
・
２４
日

㈮
午
前
９
時
３０
分
～
１１
時
３０
分

b
市
民
室
内
プ
ー
ル
西
側「
む
か
し

の
井
戸
」（
集
合
）



→
緑
と
建
築
課
（
内
３５３
）

６
月
の
環
境
ひ
ろ
ば

「
姿
見
の
池
の
現
況
と

復
活
の
歴
史
」

d

６
月
１９
日
㈰
午
前
１０
時
～
正
午

b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
☎
０
４
２
・

３14
・
９
０
０
５

公
開
し
て
い
ま
す

●
ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議

d
６
月
８
日
㈬
午
後
２
時
～

b
ひ
か
り
プ
ラ
ザ

n
都「
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の

方
針
」の
案
に
関
し
て



→
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
4５６
）

●
緑
化
推
進
協
議
会

d

６
月
２３
日
㈭
午
後
1
時
３０
分
～
3

時
３０
分

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

n
緑
の
保
護
と
推
進
に
関
し
て


→
緑
と
建
築
課
（
内
３５4
）

●
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

d

６
月
２３
日
㈭
午
後
６
時
～

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

n
障
害
者
計
画
に
関
し
て
ほ
か

z
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
の
希
望
者

は
６
月
１３
日
㈪
ま
で
に
v

０
４
２
・

３24
・
６
８
３
１
で
障
害
福
祉
課
へ



→
障
害
福
祉
課
（
内
５21
）

●
障
害
者
地
域
自
立
支
援
協
議
会

d

６
月
２４
日
㈮
午
後
２
時
～
４
時

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

n
各
専
門
部
会
の
活
動
に
関
し
て
ほ

かz
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
の
希
望
者

は
６
月
１４
日
㈫
ま
で
に
v

０
４
２
・

３24
・
６
８
３
１
で
障
害
福
祉
課
へ



→
障
害
福
祉
課
（
内
５2３
）

暮

ら

し

住
宅
市
街
地
の

開
発
整
備
の
方
針
の

案
の
縦
覧

　
都
が
定
め
る「
住
宅
市
街
地
の
開

発
整
備
の
方
針
」の
案
の
縦
覧
を
行

い
ま
す
。

■
案
の
縦
覧

縦
覧
期
間
６
月
９
日
㈭
～
２３
日
㈭

縦
覧
場
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課（
市

役
所
第
２
庁
舎
）・
都
都
市
整
備
局

都
市
計
画
課
・
都
都
市
整
備
局
hht

tps://www.toshiseibi.metro.
tokyo.lg.jp/

で

■
意
見
書
の
提
出

t
区
域
内
に
在
住
ま
た
は
計
画
案
に

利
害
関
係
の
あ
る
方

提
出
方
法
６
月
９
日
㈭
～
２３
日
㈭

に
、
計
画
案
の
名
称
・
意
見（
書
式

自
由
）・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
郵
送（
消
印
有
効
）で

〒
1６３
―

８００１
東
京
都
都
市
整
備
局
都
市

計
画
課
へ

i
縦
覧
・
意
見
書
の
提
出
＝
都
都
市

整
備
局
都
市
計
画
課
☎
０３
・
５
３
８

８
・
３
２
２
５
／
住
宅
市
街
地
の
開

発
整
備
の
方
針
＝
都
住
宅
政
策
本
部

企
画
経
理
課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
４

９
３
８→ま

ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
4５３
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

差
額
通
知
等
を
郵
送

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
現
在
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
を
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替
え
た
場

合
、
自
己
負
担
額
が
ど
れ
く
ら
い
軽

減
で
き
る
か
が
分
か
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
差
額
通
知
等
を
、
６
月
下

旬
と
１２
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
医

師
・
薬
剤
師
と
相
談
の
う
え
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

　
令
和
３
年
6
月
に
差
額
通
知
等
を

お
送
り
し
た
方
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
切
り
替
え
た
こ
と
で
、
１
人

当
た
り
１
か
月
２
千
６2３
円
の
医
療
費

の
軽
減
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。

t

７５
歳
以
上
で
生
活
習
慣
病
な
ど
の

医
薬
品
が
処
方
さ
れ
て
い
て
、
薬
代

が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
方

i
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
☎
０
１
２
０
・

６０1
・
４
９
４

問
い
合
わ
せ
期
間
発
送
日
の
翌
日

（
６
月
下
旬
）～
７
月
２９
日
㈮
・
発

送
日
の
翌
日（
１２
月
中
旬
）～
令
和

５
年
１
月
３１
日
㈫
※
い
ず
れ
も
午
前

９
時
～
午
後
５
時〔
土
・
日
曜
日
、

祝
日
、
１２
月
２９
日
㈭
～
令
和
５
年
１

月
３
日
㈫
を
除
く
〕



→
保
険
年
金
課
（
内
３1９
）

交
通
事
故
な
ど
の
治
療
で

保
険
診
療
を
受
け
ら
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
受
け

た
け
が
な
ど
の
治
療
費
は
、
原
則
と

し
て
加
害
者
が
過
失
割
合
に
応
じ
て

負
担
す
べ
き
で
す
が
、
届
け
出
る
こ

と
で
保
険
診
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

事
故（
自
損
事
故
含
む
）に
遭
っ
て

診
療
を
受
け
る
場
合
は
、
速
や
か
に

保
険
年
金
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。
連
絡
後
、
届
け
出
に
必
要
な
書

類（
被
害
届
な
ど
）を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
記
入
の
う
え
事
故
日
か
ら
３０

日
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

z
交
通
事
故
の
場
合
、
警
察
の
事
故

証
明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
医
療

機
関
に
は
事
故（
自
損
事
故
含
む
）

に
よ
る
受
診
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出

て
く
だ
さ
い



→
保
険
年
金
課
（
内
３1９
）

　令和４年度市民税・都民税が課税になる方へ、市民税・令和４年度市民税・都民税が課税になる方へ、市民税・
都民税の普通徴収（個人払い）の納税通知書を６月９日（木）都民税の普通徴収（個人払い）の納税通知書を６月９日（木）
に発送します。これに伴い、市民税・都民税の課税(非課に発送します。これに伴い、市民税・都民税の課税(非課
税)証明書を同日から発行します。税)証明書を同日から発行します。
　また、市民税・都民税が公的年金から特別徴収(天引き)　また、市民税・都民税が公的年金から特別徴収(天引き)
される方で、普通徴収で納める税額がない方には、公的年される方で、普通徴収で納める税額がない方には、公的年
金特別徴収税額決定通知書を発送します。この通知書は年金特別徴収税額決定通知書を発送します。この通知書は年
金から特別徴収をする金額を示したもので、窓口などで納金から特別徴収をする金額を示したもので、窓口などで納
付する必要はありません。付する必要はありません。
　なお、市民税・都民税がすべて給与からの特別徴収とな　なお、市民税・都民税がすべて給与からの特別徴収とな
る方は、勤務先へ税額決定通知書を郵送した５月13日かる方は、勤務先へ税額決定通知書を郵送した５月13日か
ら、市民税・都民税の課税(非課税)証明書を発行していまら、市民税・都民税の課税(非課税)証明書を発行していま
す。す。
注  所得税の確定申告書を３月16日以降に提出された方は、  所得税の確定申告書を３月16日以降に提出された方は、

市民税・都民税の課税計算に間に合わず、確定申告書市民税・都民税の課税計算に間に合わず、確定申告書
の内容が通知に反映されていない場合があります。その内容が通知に反映されていない場合があります。そ
の場合、あらためて課税計算を行い、後日税額変更のの場合、あらためて課税計算を行い、後日税額変更の
通知を郵送します通知を郵送します

令和4年度令和4年度
市民税・都民税納税通知書、市民税・都民税納税通知書、

公的年金特別徴収税額決定通知書公的年金特別徴収税額決定通知書
をを発送発送

→課税課（内569）→課税課（内569）

　納税通知書等が届いた方で、市民税・都民税(住
民税)の申告がお済みでない方は、所得控除の申告
をすると税額が下がる場合があります。なお、税務
署へ確定申告書を提出済みの場合は、市民税・都民
税の申告は不要です。すでに申告がお済みの方でも、
所得控除の追加などがある場合は、申告をすること
で最長過去５年間さかのぼって税額が下がる場合が
あります。

所得控除の種類
　 雑損／医療費／社会保険料(健康保険・国民年金・

介護保険など)／生命保険料／地震保険料／寡婦・
ひとり親／勤労学生／障害者／配偶者／配偶者特
別／扶養
i  所得税減額手続き＝立川税務署☎（042）523―1181
　 各種控除の適用条件など＝課税課

 →課税課（内569）

市民市民税・税・都民税（住民税都民税（住民税））
のの申告申告ははお済みですかお済みですか


